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【EU】 EU 市民権強化のための施策―2013 年報告書の公表 
海外立法情報調査室・武田 美智代 

 
＊欧州連合（EU）は、「EU 市民」の概念を明らかにしたマーストリヒト条約発効から 20 年目に当た

る 2013 年を「欧州市民年」と定め、2014 年に予定されている欧州議会選挙も視野に入れながら、

年初から EU 市民権に対する認識を喚起し、その進展に関する議論を行っている。それら活動

の一環として、「2013 年 EU 市民権報告書」が、5 月 8 日に公表された。 

 
 
1 EU 市民権とは 

 欧州連合の機能に関する条約（TFEU）は、EU 加盟国の国籍を有するすべての人を

EU 市民と規定する（TFEU 第 20 条第 1 項）。EU 市民に認められた権利が「EU 市民

権」（EU citizenship）であるが、それは加盟各国固有の市民権に代わるものではなく、

追加的に付与される権利である。具体的には、①域内を自由に移動し居住する権利、

②国籍にかかわらず、欧州議会選挙及び居住する EU 加盟国の地方議会選挙に投票し、

立候補する権利、③他の EU 加盟国の外交・領事当局による保護を享受する権利、④

欧州議会に請願を提出し、欧州オンブズマン（注 1）に苦情を申し出る権利、が挙げら

れている（TFEU 第 20 条第 2 項）。EU 市民権は、統合の主体が主権国家ではなく市

民であるという「市民の欧州」の思想を背景として、1993 年発効のマーストリヒト条

約第 8 条に規定され（注 2）、その後 2000 年に制定され、欧州連合条約（TEU）第 6
条により法的効力を付与された EU 基本権憲章第 5 章（市民の権利）の規定とともに、

2009 年発効の TFEU に結実した。また、EU 市民が EU の政策決定過程に直接参加す

る「欧州市民発案」（加盟 7 か国以上で 100 万人以上の EU 市民の署名により、欧州委

員会に一定の分野での法案の提出を求めることができる。）は、2011 年欧州委員会に

より、その手続や条件に関する規則が採択された（注 3）。 
2010 年 10 月、現在の EU の枠組みを定めたリスボン条約発効後初めて EU 市民権

に関する報告書（注 4）が公表されたが、その中で、EU 市民が障害に直面することな

く日常生活で市民権を行使するための 25 に及ぶ行動計画が掲げられた。計画の 23 番

目が、マーストリヒト条約発効から 20 年目の 2013 年を「欧州市民年」と定め、各種

催し等により EU 市民の地位や権利等の認識を強化する提案である。この提案は、

「2013 年欧州市民年に関する決定」として、2012 年 11 月、欧州議会及び理事会によ

って採択され、2013 年前半の理事会議長を務めるアイルランドの首都ダブリンで、同

年 1 月 10 日、欧州市民年が正式に幕を開けた。 
  
2 2013 年報告書の公表と 2010 年報告書のレビュー 

 欧州市民年に予定される各種催し等の中でも重要なのが、「2013 年 EU 市民権報告

書」（注 5）の公表である。同報告書は、欧州委員会司法・基本的権利・市民権担当の



 

外国の立法 (2013.7)                    国立国会図書館調査及び立法考査局 

ビビアン・レディング（Viviane Reding）副委員長及び EU の関係委員会が実施した

市民権に関する公開協議、100 万件を超える EU 市民からの照会、市民との対話、EU
世論調査の結果をまとめたもので、他の EU 諸国への旅行、移動、買物等で多くの問

題を抱える域内市民からの要望に対する委員会の回答でもあった（注 6）。2010 年に続

き 2 回目となる今回の報告書では、EU 市民権の強化のため、①EU 域内の労働者、学

生、研修生にとっての障害の除去、②域内の旅行や居住等に関する事務手続の簡素化、

③域内の障害者、子ども等弱者の保護、④国境を越えた買物に関する障壁の撤廃、⑤

EU 市民権に関する的確な情報入手の促進、⑥EU 市民の本国における国政選挙権の行

使、の各分野について、EU 市民が日常生活で効果的に権利を行使できるよう計 12 の

新たな行動計画が提示された。あわせて同報告書では、2010 年報告書に掲げた 25 の

行動計画の実施状況について、レビューが行われた。前述の「欧州市民年の実施」を

含め、欧州委員会は 2013 年報告書の公表までに、EU 全域で年間約 7500 万人と言わ

れる犯罪被害者の権利の強化、欧州 1600 万人の国際結婚カップルの財産権の明確化等、

すべての計画を実現させたとしている。 
なお欧州委員会は、2013 年 EU 市民権報告書と同時に、2011 年の創刊以来 3 回目

となる EU 基本権憲章の適用に関する年次報告書も公表した。あわせて、TFEU 第 25
条に基づき、2011 年 1 月 1 日から 2013 年 3 月末までの EU 市民権分野の進捗状況に

ついて報告を行った。委員会は、2013 年から 2014 年にかけて、報告書に明記された

活動を実施していくことになる。さらに、欧州市民年における成果が、委員会による

将来の EU 改革案の作成に寄与することが期待されている。 
 
注（インターネット情報は 2013 年 6 月 19 日現在である。） 
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